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1 目的  

群馬県社会福祉協議会では、民間社会福祉施設等の職員の福利増進のため「退職手当

金の給付」「福利厚生給付金の給付」事業を行っています。給付に必要な情報は民間社会福

祉施設等で作成した書類を郵送にて収受し、民間社会福祉施設等職員共済制度事務システ

ム（以下、「システム」という。）に入力を行い管理しています。 

また、システム自体の老朽化（ＣＯＢＯＬ言語による開発）とそれに伴う改修コスト負担、スタ

ンドアロン構成であるため複数職員による同時参照や入力作業ができない等の理由から事務

や費用の負担が大きくなっています。また、各種申請の記入・郵送及び、掛金管理の事務が

利用法人・施設にとって負担となっています。 

今回のシステム導入にあたっては、郵送費用や事務の負担軽減の観点から民間社会福祉

施設等からの申請を電子申請システムで管理し、申請された内容に対して決定通知を電子デ

ータで管理できるようにすることで、利用法人・施設の事務負担を軽減すると共に、共済業務の

負担減及び効率化を実現するものです。  

 

2 企画提案の概要  

2.1 業務名  

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度事務システム改修業務  

 

2.2 業務内容  

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度事務システム改修業務

について、調達をするものです。 

詳細については、別途  

・システム改修業務仕様書  

・システム機能要件一覧  

によります。 

 

2.3 履行期間  

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

※システム正式運用開始は、令和５年４月１日とする。 

ただし、正式運用開始前の事前内部運用開始予定日は令和４年１０月１日とする。 

 

2.4 予定予算額  

上限 90,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）  
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ただし金額は予定額とし、変動する可能性があります。 

また、運用保守にかかる費用は別途とし、個別評価項目とします。 

2.5 参加資格要件  

次に掲げる事項のいずれも満たすこと。 

① 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき、更正手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」とい

う。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、参加

資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団構成員若しくは暴力団の構成員

でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にない事業者であること。また

上記に該当する組織及び構成員と密接な関係を有する者に該当しないこと。  

③ 業務を担当する全ての組織において情報セキュリティマネジメントシステム

（ ISMS）を認証取得していること又はプライバシーマークが付与されていること。 

 

2.6 企画提案の実施スケジュール 

(1) 企画提案募集開始  

令和３年１２月６日（月）  

(2) 参加資格確認資料等提出期限  

令和３年１２月２０日（月）  

(3) 質問書提出期限  

令和３年１２月２０日（月）  

(4) 資格審査結果通知発送期限  

令和３年１２月２７日（月）  

(5) 質問に対する回答期限  

令和３年１２月２７日（月）  

(6) 企画提案書等提出期限  

令和４年１月１３日（木）  

(7) ヒアリング審査  

令和４年１月２０日（木）  

(8) 受託候補者の決定及び通知  

令和４年１月２４日（月）  
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3 参加資格確認  

企画提案への参加を希望する事業者（以下「応募事業者」という。）は、次のとおり、参加

資格に係る書類を提出してください。 

(1) 提出書類  

・  参加申込書（様式１）  

・  秘密保持に関する誓約書（様式２）  

・  暴力団排除に関する誓約書 (様式３ ) 

・  会社概要書（様式４）  

・  決算書及び税務申告書 (直近2年分 ) 

・  業務実績確認書 (様式５ ) 

・  情報セキュリティマネジメントシステム（ ISMS）を認証取得していること又はプライバ

シーマークが付与されていることを証明する書類  

(2) 提出期限  

令和３年１２月２０日（月）午後５時必着  

ただし、持参する場合は、平日午前９時から午後５時までの間とします。 

(3) 提出方法及び提出先  

下記９に示す提出先に、書類を持参又は郵送 (書留郵便に限る)により提出してくださ

い。 

また、書面での書類提出と併せてメールによる電子データの提出も行ってください。 

(4) 提出書類の取扱い 

 提出された書類は返却しません。 

 提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。 

(5) 注意事項  

・  提出書類の作成・提出に要する経費は、提案者の負担とします。 

・  応募事業者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効に

し、契約締結後に虚偽の記載があることが判明した場合は、契約を解除すること

があります。またそれにより当会に発生した損害について賠償する責任も負うもの

とします。 

・  提出書類の提出後に辞退する場合には、下記9に示す連絡先に速やかに連絡

するとともに、その旨書面により提出してください。 

   （６）資格審査結果通知  

      必要書類の提出が完了した応募事業者から順番に参加資格の審査を行い、参加

資格審査結果をメールにて通知します。参加を認められた応募事業者（以下「提案
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事業者」という。）から順次質問を受け付けます。 

4 質問受付  

次のとおり、提案事業者から、質問を受け付けます。 

(1) 受付期間  

令和３年１２月６日（月）～１２月２０日（月）  

(2) 質問様式  

質問書 (様式６ )によること。 

(3) 質問方法  

電子メールによること。（電話等により必ず担当者の受信を確認すること。）  

(4) 提出先  

下記９に示す連絡先とします。 

(5) 質問への回答  

・  質問に対する回答は、電子メールにより行います。 

・  回答内容は、質問した事業者名の情報を除き、全ての提案事業者に開示し、情

報共有を行います。 

・  機密事項を含む質問回答については、秘密保持に関する誓約書（様式2）を提

出済みの事業者のみに回答します。質問者以外の事業者への回答提示につい

ても同様とします。 

 

5 企画提案  

提案事業者は、次のとおり企画提案に係る書類について、所定の部数の印刷物及び電

子ファイルを提出してください。 

(1) 提出書類  

・  企画提案書 (任意様式 )  ７部  

・  業務実施体制確認書（様式7）      ７部  

・  提案見積書 (任意様式 )  ７部  

(2) 提出期限  

令和４年１月１３日（木）  

(3) 企画提案書の内容  

企画提案書の内容については、 

・【事前審査項目】  

・【ヒアリング審査基準書】  

以上の２つの内容を踏まえてわかりやすく作成してください。  
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(4) 提案見積書の内容について 

提案見積書は以下の２種類の見積について個別に書類を作成してください。  

①システム改修等見積書  

 本改修業務に関する見積額を記載することとし、経費の内訳を記載した明細を添

付してください。 

②運用保守等見積書  

運用保守に関する見積に関する見積額を記載することとし、経費の内訳を記載し

た明細を添付してください。 

※運用保守契約見積は、基本的に１０年間の継続契約を基本とします。１０年継続

する保守見積を出すことができない場合は、５年継続の保守見積を提出し、その

中に６年目以降の契約更新及びそれに要する費用についても記載するようにして

ください。 

(5) 提出方法及び提出先  

下記９に示す提出先に、書類を持参又は郵送 (郵便書留に限る)により提出してくださ

い。 

書面での書類提出と同時に電子データをメールで提出してください。 

(6) 提出書類の取扱い 

・  提出された書類は返却しません。 

・  提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。 

(7) 注意事項 

・  提出書類の作成・提出に要する経費は、提案者の負担とします。また、ヒアリング

審査への参加に要する経費も同様とします。 

・  提案事業者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効に

し、契約締結後に虚偽の記載があることが判明した場合は、契約を解除すること

があります。またそれにより当会に発生した損害について賠償する責任も負うもの

とします。 

・  提出書類の提出後に辞退する場合には、下記9に示す連絡先に速やかに連絡

するとともに、その旨書面により提出してください。 

6 審査  

(1) 実施方法  

・  ヒアリング審査実施前に、提出された各種書類及び企画提案書の内容の事前審

査を行います。事前審査は採点対象外であり、不適格事由がある場合のみ不可

とします。事前審査により不可と判断された場合のみ、ヒアリング審査実施前に個
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別に連絡を行います。 

・  提出書類について、企画提案書記載内容の評価・企画提案書を基にしたヒアリ

ング審査を行い、最も高い評価点を獲得した提案事業者を、業務委託契約の受

託候補者として決定します。 

・  ヒアリング審査では、プロジェクト全体責任者が中心となり5名以内で30分以内の

全体説明を行った後、20分以内の質疑対応を行ってください。各事業者の持ち

時間は合計50分とします。また、質問応答の内容についても、企画提案書の内

容と同等に扱うこととします。 

(2) 日程調整等  

ヒアリング審査の日時等は、提案事業者に別途通知します。 

 

7 選考方法  

①企画提案書に記載された内容のうち、基本的事項の事前審査  

※別途定める【事前審査項目】に基づいて確認を行います。  

②選考審査会での、企画提案書並びにヒアリング審査の総合審査  

※別途定める【ヒアリング審査基準書】に基づいて審査を行います。 

 

8 選考結果  

(1) 企画提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位である者を１者特定し、

受託候補者とします。なお、合計点が同値であった場合には選定委員による多数

決にて決定します。 

(2) 特定された者には、書面及びメールにて通知します。また、特定されなかった者に

対しては、特定されなかった旨とその理由を、書面及びメールにて通知します。 

 

9 各種書類の提出先及び連絡先  

〒371-8525 

群馬県前橋市新前橋町１３－１２  群馬県社会福祉総合センター 

社会福祉法人  群馬県社会福祉協議会  施設福祉課（担当：須永）  

電話    027-289-3344 

電子メール  g-kyousai@g-shakyo.or.jp 

※  メールを送信した場合は、念のため担当に受信を確認してください。 

※  持参する場合は土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く平日の午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時までの間とします。 


